
平素は, 一般社団法人中部地質調査業協会の事業活
動に多大なご理解とご協力を賜り, 誠にありがとうござい
ます。協会員一同, 心より御礼申し上げます。
令和5年度は, 5月に新型コロナウイルス感染症の法的

位置付けが5類感染症に引き下げられたことで, 行政から
の要請や制限がほとんど撤廃され, 個人の選択を尊重し
た対応に変わりました。感染対策は自主的な取り組みが
基本となり, 外出自粛の求められない社会へ移行しまし
た。協会行事につきましては, 制限していた各種講習会
や意見交換会が対面開催となり, 急激に変化する対人関
係の距離感に戸惑いもありますが, より良い協会活動に
向けて継続してまいります。
7月に改訂された国土強靭化基本計画は, 地質調査業

に大きな影響を与える可能性があります。基本計画では, 
「地質情報の整備や活用の推進」, 「脆弱性評価の実施
や結果の公表を義務付けること」および「国土強靱化のた
めの事業規模を大幅に拡大すること」が重要なポイント
です。これらにより, 地質調査業は地質情報の収集や分
析, 提供などに関する需要がますます高まると考えられま
す。一方で, 地質調査業は, 脆弱性評価に関する専門性
や技術力を高める必要がありますし, 国土強靭化に関す
る様々な事業に参画する機会が増えると同時に, 事業の
品質や安全性を確保するための厳しい基準や管理も求め
られます。
以上のように, 国土強靱化基本計画の改訂は, 地質調

査業にとってチャンスと課題の両面を持つものですが, 基
本計画の内容を十分に理解し, 国土強靱化の取り組みに
積極的に貢献していきたいと考えています。
新たな取組みという事で言えば, 10月には, 上部団体

にあたる一般社団法人全国地質調査業協会連合会（以
下「全地連」という）にて「新たな時代の地質調査業 アク
ションプラン2023～社会に寄りそう地質調査業～」（以
下「アクションプラン」という）が公表されました。全地連
では創立60周年を迎えるにあたり, 令和3年12月に公表
した「新たな時代の地質調査業発展ビジョン～2020年

代を駆け抜けるための地質調査業の羅針盤～」（以下「将
来ビジョン」という）を踏まえつつ, 今後業界として活動す
べき事柄について, 新たに「アクションプラン」を公表しま
した。

アクションプラン2023
（https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/

pdf/60th_pamphlet.pdf）:QRコード

全地連の将来ビジョンやアクションプランを利用しな
がら, これまでと同様に全地連の活動と連携しながら地
質調査業の社会的地位の向上を目指して活動していく所
存です。
本機関誌｢土と岩｣72号は, 特集タイトルを「資格の取

得と活用について」として地質調査業における資格取得
の取組み状況をご紹介しています。中部地方整備局との
意見交換会や中部ミニフォーラム2023での優秀論文賞
の紹介など, その多岐にわたる内容は, 協会内外の皆様
にお目通しいただき, 啓蒙活動の一助となることを期待し
ています。
令和6年1月1日に発生した能登半島地震は, 石川県能

登地方で最大震度7を観測するなど甚大な被害をもたら
しました。この地震では, 能登半島北部で最大約4mの隆
起が生じ, 海底活断層の存在が指摘されています。地質
調査業は, このような地震による地盤変動や活断層の特
徴を調査し, 防災や土地利用計画に貢献してまいります。
結びになりますが, 皆様が安全･安心に暮らせる国土

形成のために, 専門家集団として重要な役割を担い, これ
まで培ってきた技術を次の世代に承継してまいりますの
で, 今後ともより一層のご支援, ご指導を賜りますようお
願い申し上げます。
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